
森林環境税(国税)の賦課徴収の開始
　令和6年度から個人の市・県民税均等割とあわせて賦課徴収がはじまります。
特定配当等と特定株式譲渡所得金額の課税方式の変更
　所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなります。
30歳以上70歳未満の国外居住親族の扶養控除等の適用
　一定の要件に該当しない場合は、扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

 住宅借入金等特別控除の初年度の申告  青色申告  退職所得  山林所得
 令和５年度(令和４年)分以前の申告  外国税額控除  雑損控除  暗号資産
 国外居住親族に係る扶養控除  先物取引(ＦＸを含む)、申告分離課税の配当所得
 分配時調整外国税相当額控除  ＮＦＴ(非代替トークン)に係る総合譲渡所得、雑所得
 外貨で支払いを受けた海外からの年金収入  収用を除く土地や建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得

・申告が必要かどうか確認したい方は「申告フローチャート※」をご確認ください。
・申告が必要な方は、混雑を避け、ぜひ、ご自宅での申告をおすすめします。

▶令和６年度の主な税制改正

▶税の申告が始まります

自宅で申告する場合

申告会場を利用する場合　※ご自宅での申告ができない場合は、 申告会場をご利用ください

以下に該当する申告受付は栃木税務署になります。

持ち物
①筆記用具(ボールペン)　 
②申告する本人のマイナンバーを確認できる書類
　□マイナンバーカード　または　通知カード(現在の氏名・住所が記載されているもの)と運転免許証など
③扶養にする方がいる場合、その方のマイナンバーがわかるもの
④令和５年中の収入金額のわかるもの
　□給与所得者 ⇒ 源泉徴収票（原本）※勤務先が発行
　□年金所得者 ⇒ 源泉徴収票（原本）※日本年金機構等の年金支払者が発行(１月末頃)
　□事業所得(営業等、農業)・不動産所得者 ⇒ 収支内訳書(要事前作成)　等
⑤控除を受けるために必要な書類
　□生命保険料控除証明書　□医療費控除の明細書(要事前作成)　□寄付金受領証明書　□障害者手帳
　□社会保険料納付済額のお知らせ(1月19日(金)頃発送予定)　□地震保険料控除証明書　等
⑥申告者名義の金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの(通帳等)
⑦靴用袋 ※マルベリー館、しらさぎ館、ゆめまち会場のみ

市県民税の申告 所得税の確定申告

①市役所市民税課 ・各出張所で申告書を入手 ・作成

申告書と記入方法の手引きを用意しています。

送付希望の場合は問合せください （１月末発送）。

②スマートフォン ・パソコンで作成

１月下旬から市ホームページ 『市県民税申告

書作成システム』 で申告書を作成することが

できます。

①栃木税務署 ・ 市役所市民税課 ・各出張所で申告書を入手 ・ 作成

１月中旬以降に配置される申告書に記入後、 提出してく

ださい。

②スマートフォン ・パソコンで作成

１月上旬から国税庁ホームページ 『確定申告

書等作成コーナー』 で申告書を作成すること

ができます。

市民税課に郵送で提出 （３月１５日 ( 金 ) まで）
栃木税務署に郵送または e-Tax で提出
（３月１５日 ( 金 ) まで） ※詳細は国税庁ホームページ

●作成済みの申告書　●本人確認書類 ( 免許証のコピー、 マイナンバーカードのコピーなど )

●収入のわかるもの ( 収支内訳書、 源泉徴収票のコピー ( 市県民税の申告の場合 ) など )

●控除額のわかるもの ( 生命保険料控除証明書、 障害者手帳のコピー、 医療費控除の明細書など )

郵送するもの

作成・申告方法 作成・申告方法

提出 提出

　 市民税課 ☎ 22-9422･9424問

※各出張所での配布のほか、市ホームページに掲載
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会場の混雑状況により、 午前中に発券された場合でも、 １３時以降の入場をお願いする場合があります。

　　　　　　　　　２月８日 ( 木 ) ～３月１１日 ( 月 )　９時～１２時、 １３時～１６時

受付日 会場
対象の地区 発券

コード午前の部 午後の部

2 月   8 日 ( 木 )
大谷出張所

塚崎、 雨ケ谷、 武井、 雨ケ谷町 田間、 東野田、 南和泉、 向原新田
1

2 月   9 日 ( 金 ) 雨ケ谷新田、 横倉 横倉新田

2 月 13 日 ( 火 ) 生井出張所 上生井、 下生井、 白鳥 網戸、 楢木、 生良 2

2 月 14 日 ( 水 )

しらさぎ館

大字粟宮、 平和 千駄塚、 西黒田、 東黒田、 南飯田

12 月 15 日 ( 木 ) 間々田 間々田、 東間々田

2 月 16 日 ( 金 ) 大字乙女、 南乙女 暁、 乙女 ( 丁目 )、 美しが丘

2 月 19 日 ( 月 )

小山東出張所

城東 1 ～ 3 丁目 城東 4 ～7 丁目

22 月 20 日 ( 火 ) 犬塚 1 ～ 5 丁目 中久喜 ( 大字 ・丁目 )

2 月 21 日 ( 水 ) 大字犬塚 犬塚 6 ～ 8 丁目、 土塔

2 月 22 日 ( 木 ) 寒川出張所 寒川、 迫間田 鏡、 押切、 中里 1

2 月 26 日 ( 月 )

マルベリー館

喜沢 三拝川岸、 東島田、 東山田、 南半田、 荒井、 萱橋

22 月 27 日 ( 火 ) 羽川、 飯塚、 鉢形、 北飯田 羽川

2 月 28 日 ( 水 ) 向野、 扶桑 出井

2 月 29 日 ( 木 )
ゆめまち

駅南町 東城南、 神山 1 丁目
1

3 月   1 日 ( 金 ) 西城南 1 ～ 4 丁目 西城南 5 ～7 丁目、 神山 2 丁目、 三峯

3 月   4 日 ( 月 )
絹出張所

梁 福良
2

3 月   5 日 ( 火 ) 延島新田、 高椅、 田川 中島、 延島、 中河原

3 月   6 日 ( 水 ) 穂積出張所 大行寺、 石ノ上、 塩沢、 間中 上国府塚、 下国府塚、 上石塚、 下石塚、 萩島 1

3 月   7 日 ( 木 )
豊田出張所

松沼、 今里 卒島、 上初田、 小薬
2

3 月   8 日 ( 金 ) 大本、 小宅、 黒本 島田、 渋井、 立木、 荒川

3 月 11 日 ( 月 ) 中出張所 下河原田、 生駒、 大川島、 下初田、 小袋 南小林、 上泉、 下泉、 井岡 1

　　　　　　　　　２月５日 ( 月 ) ～３月１５日 ( 金 ) ９時～１２時、 １３時～１６時 ( 土日祝日除く )

受付日 会場 対象の地区
発券
コード

2 月 5 日 ( 月 )
～

3 月 15 日 ( 金 )

本庁舎 2 階
大会議室

若木町、 本郷町、 八幡町、 駅東通り、 天神町、 神鳥谷 ( 大字 ・ 丁目 )、 神明町、
粟宮 ( 丁目 )、 立木 ( 川西町 )、 大行寺 ( 思水ヶ丘 )、 小山、 外城、 城北、 稲葉郷、
喜沢 (1475 ～ 1497-3)、 中央町、 花垣町、 城山町、 宮本町
ほか出張所会場では申告の難しい方

3

＊申告会場には 「出張所会場」 と 「市役所会場」 があります。 お住まいの地区の対象会場にお越しください。

＊受付日当日に、 申告会場で発券するかスマートフォンで予約が可能です。

＊スマートフォンで予約した方は、 発券時間内に申告会場で発券手続きをお願いします。

＊スマートフォン予約の発券には、 予約完了時にメールで届く 「受付番号」 と 「通知番号」 が必要です。

期間　２月１６日 ( 金 ) ～３月１５日 ( 金 ) ９時～１６時 （受付は８時３０分） ※土日祝日を除く

場所　栃木商工会議所大ホール （栃木市片柳町２－１－４６）

＊確定申告会場への入場には整理券が必要です。

　※整理券の発行方法 ： ①国税庁 LINE 公式アカウントからのオンライン事前発行　②会場での当日配布

　※配布状況により１６時前でも相談受付を終了する場合がありますので、 オンラインでの事前発行をおすすめします

＊２月１５日 ( 木 ) 以前は栃木税務署庁舎内で申告相談を行っています

＊本年から確定申告会場で完成した申告書等 ( 控 ) への収受日付印の押印は行いません　※ 「申告書提出箱」 のみ設置

受付番号券の発券時間

申告会場 8 時 30 分～ 15 時 30 分

Web 発券 9 時～ 11 時 30 分 ,13 時～ 15 時 30 分

※受付日当日にのみ予約が可能です

会場ごとに発券コードが異なります。

［1］の会場 ［２］の会場 ［３］の会場

市役所会場

出張所会場

確定申告会場 　栃木税務署 ☎ 0282-22-0885問

国税庁
LINE 公式アカウント
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